
 

 

 

 

 

 

 
★ 介護事業所に対する感染対策の強化を求める要望書を提出（2022 年 2
月 15 日、全日本民医連） 
第 6波のもとでの爆発的な感染拡大の中、施設内での感染、クラスターの発生が第 5波をはるかに超えて急増

し、医療体制のひっ迫で入院ができず、陽性利用者が施設、自宅に留め置かれ、職員が対応を余儀なくされる事

態が生じています。市中感染・家庭内感染の広がりの中で、職員が濃厚接触と判断され、自宅待機となることや

保育園、学校の休園・休校などにより出勤ができず、現場の職員体制を維持すること自体が非常に厳しくなって

います。コロナ禍のもとでの困難を打開し、適切な感染対策、事業所の安定的運営と必要な介護サービスの提供

が行えるよう、全日本民医連として 2月 15日、内閣総理大臣、厚生労働大臣あてに要望書を提出しました。 

＜要望事項＞ 

1. PCR検査、抗原検査が必要に応じて速やかに行われるよう対策を至急講じること。濃厚接触（職員）の解除を

判断するための検査費用について、事業者の負担ではなく公費で賄うこと 

2.ワクチンのブースター接種について、希望する全ての介護従事者を優先接種の対象とすること 

3.感染予防策によって生じたかかり増し経費に対する十分な助成を行うこと 

4. 訪問介護をはじめ、事業所が感染者・濃厚接触者に対して介護を行った場合、財政措置をはじめとする支援策

を急ぎ講じること 

5.クラスターが発生した事業所に対して、専門家、スタッフの派遣など支援を強化すること 

6.感染拡大のもとで生じている利用控え、休業等に伴う減収に対して、それに見合う内容での補填を行うこと。

補填は利用者に追加的な費用負担が生じない方法で実施すること 

 

■ コロナ禍のもとでの「民医連介護・福祉の理念」実践・取り組みレポ
ート集を作成！（別添資料） 
今期、全日本民医連介護職委員会では、「介護の質」の探求と「介護のやりが

い」や魅力の発信を目的に、コロナ禍のもとでの「民医連介護・福祉の理念」実

践・取り組みレポート集を取りまとめることを方針として掲げ、取り組みを進め

てきました。各事業所から民医連介護・福祉の理念（3つの視点と5つの目標）を

基にした民医連らしい介護実践、困難な状況から新しい生活様式を意識した取り

組みなどを提出していただきました。コロナ禍でご協力していただいた各県連の

事業所の皆様ありがとうございました。作成したレポート集は全日本民医連のホ

ームページにもアップロードしていますので、ぜひご活用ください。 

全日本民医連ホームページ：https://www.min-iren.gr.jp/kaigo_wave/ 
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